
３．市川市こども計画概要

市川市こども計画について

１．市川市こども計画策定の背景

こども基本法の成立 ： こどもを政策の中心に据えた社会づくりを目指し、すべての子どもが安心して

健やかに成長できる社会を実現することを目的とする。

こども大綱の策定 ： 国の基本方針であり、こども施策を総合的に推進するための指針

市川市こども計画を策定

こどもまんなか社会の実現に向けて

２．計画策定までの審議

【保護者ニーズ調査】
保育施設や各子育て支援事業の

ニーズ量を調査

【こどもワークショップ】
未来の市川市の姿を思い描く

ワークショップを開催

【中高生ふだんの生活アンケート】
放課後の過ごし方について調査

【施設職員向けアンケート】
日ごろからこどもに接している
施設職員へのアンケート調査

子ども・子育て会議での議論
令和５年６月～令和７年３月

令和７年３⽉策定

４．市川市こども計画の特長・新たな取り組み

・恒常的なこどもの意見聴取の場としての、
『こども意見箱』の設置を準備中

・ぴあぱーく妙典COCOにおいて、『シールアンケート』を
定期的に実施。

・八幡市民交流館『ニコット』において、
中高生の居場所事業を実施 (7/23～)

・若者世代の結婚を後押しするための施策として、
『新婚住まい応援事業』の実施

若者への支援

こどもの意見聴取

５．今後について

・事業の進捗管理

：上記の新規事業を含む、主な事業についてその
実施結果等を本会議へ報告

・市民の意見への対応

令和９年度の中間見直しに向け、
検討を進める

計画期間：５年間 (令和７年度～令和１１年度)
※中間年である令和９年度に一部内容の見直し予定

計画対象者：親の妊娠・出産期からこどもの社会的自立に至る
までの過程におけるすべてのこども・若者及び
その世帯
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